
    和歌山県報  号外 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 1 － 

 

 

 

 
 

 目  次（＊については県例規集登載事項) (取扱課室名) ページ 

○ 条例 

＊48 和歌山県税条例の一部を改正する条例 (税務課) ...... 2 

＊49 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する

条例 ( 〃 ) ...... 7 
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◇ 和歌山県税条例の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行いました。その主な内容は、次のとおりです。 

（１）県民税 

個人の県民税について、定額による特別税額控除を次により実施することとしました。（附則

第６項の１５～附則第６項の１９関係） 

ア 令和６年度分の個人の県民税に限り、次の措置を講ずる。 

（ア）一定の納税義務者の所得割の額から、１万円（控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合

には、１人につき１万円を加算）に個人の住民税の所得割の額に対する個人の県民税の所

得割の額の割合を乗じて得た金額を控除する。 

（イ）寄附金に係る寄附金税額控除における特例控除額の控除限度額の算定の基礎となる令和６

年度分の所得割の額について、特別税額控除前の所得割の額とする。 

イ 令和７年度分の個人の県民税に限り、一定の納税義務者（控除対象配偶者ではない同一生計

配偶者を有するものに限る。）の所得割の額から、１万円に個人の住民税の所得割の額に対す

る個人の県民税の所得割の額の割合を乗じて得た金額を控除する。 

（２）地方消費税 

国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供（事業者向け電

気通信利用役務を除く。）のうち、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介

してその対価を収受する者については、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなすこと

とすることとしました。（第４２条の１３の１１関係） 

（３）不動産取得税 

ア 宅地建物取引業者等が売り渡す新築家屋を取得したものとみなす日の特例措置及び新築住宅

特例適用住宅が新築される土地の取得に係る減額措置の適用期限を令和８年３月３１日まで延

長することとしました。（附則第１０項の２の２及び附則第１０項の２の３関係） 

イ 住宅又は土地の取得に係る税率の特例措置及び宅地評価土地の取得に係る課税標準の特例措

置の適用期限を令和９年３月３１日まで延長することとしました。（附則第１０項の３及び附

則第１０項の８関係） 

（４）軽油引取税 

軽油の引取りに係る課税免除の特例措置の適用期限を令和９年３月３１日まで延長することと

しました。（附則第１９項関係） 

（５）狩猟税 
 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 
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対象鳥獣捕獲員等の狩猟者登録に係る課税免除等の特例措置の適用期限を令和１１年３月３１

日まで延長することとしました。（附則第２２項～附則第２２項の３関係） 

２ 施行期日 

（１）令和６年４月１日から施行します。 

（２）１の（２）については、令和７年４月１日以後に国内において行われる電気通信利用役務から

適用します。 

◇ 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例 

１ 条例概要 

主な改正内容は、次のとおりです。 

（１）和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正（第１条関

係） 

不動産取得税の特別措置の適用期限を令和７年３月３１日まで延長することとしました。（附

則第２項関係） 

（２）和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例の一部改正（第２条関係） 

県税の特別措置の適用期限を令和６年６月３０日まで延長することとしました。（第２条関

係） 

（３）和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正（第３条関係） 

県税の特別措置の適用期限を令和８年３月３１日まで延長することとしました。（第２条、第

３条及び附則第３項関係） 

（４）和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正（第４条関係） 

県税の特別措置の適用期限を令和９年３月３１日まで延長することとしました。（第２条関

係） 

２ 施行期日 

令和６年４月１日から施行します。 
 

    条     例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令 和 6 年 3 月 3 1 日

和歌山県知事 岸 本 周 平

和歌山県条例第48号

和歌山県税条例の一部を改正する条例

和歌山県税条例（昭和 年和歌山県条例第 号）の一部を次のように改正する。25 37

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次
第 1 章 略 第 1 章 略
第 2 章 普通税 第 2 章 普通税

第 1 節・第 2 節 略 第 1 節・第 2 節 略
第 3 節 地方消費税（第42条の13の 2 ―第42 第 3 節 地方消費税（第42条の13の 2 ―第42

条の13の11） 条の13の10）
第 4 節～第11節 略 第 4 節～第11節 略

第 3 章 略 第 3 章 略
附則 附則
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第 2 章 略 第 2 章 略

第 3 節 略 第 3 節 略

第42条の13の10 略 第42条の13の10 略

（特定プラットフォーム事業者を介して行う電
気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の
適用）

第42条の13の11 消費税法第 2 条第 1 項第 4 号の
2 に規定する国外事業者が国内（法の施行地を
いう。）において行う同項第 8 号の 3 に規定す
る電気通信利用役務の提供（同項第 8 号の 4 に
規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に
該当するものを除く。以下この条において「電
気通信利用役務の提供」という。）が消費税法
第15条の 2 第 1 項に規定するデジタルプラット
フォームを介して行われるものであって、その
対価について同項に規定する特定プラットフォ
ーム事業者（以下この条において「特定プラッ
トフォーム事業者」という。）を介して収受す
るものである場合には、当該特定プラットフォ
ーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行
ったものとみなして、この節の規定を適用する
。

附 則 附 則
6 の14 略 6 の14 略

（令和 6 年度分の個人の県民税の特別税額控除
）

6 の15 令和 6 年度分の個人の県民税に限り、県
民税に係る令和 6 年度分特別税額控除額を、法
附則第 5 条の 8 第 1 項に規定する特別税額控除
対象納税義務者（次項、附則第 6 項の18及び附
則第 6 項の19において「特別税額控除対象納税
義務者」という。）の第23条から第24条の 4 ま
で、附則第 6 項の 2 、附則第 6 項の 6 、附則第
6 項の10、附則第 6 項の12及び法附則第 5 条第
1 項の規定を適用した場合の所得割の額から控
除する。

6 の16 前項の県民税に係る令和 6 年度分特別税
額控除額は、第 1 号に掲げる額と第 2 号に掲げ
る額との合計額（以下この項において「個人の
住民税の所得割の額」という。）が 1 万円（特
別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又
は扶養親族（法第34条第 8 項の規定による判定
をするときの現況において法の施行地に住所を
有しない者を除く。以下この項において「控除
対象配偶者等」という。）を有する場合には、
1 万円に当該控除対象配偶者等 1 人につき 1 万
円を加算した金額）を超える場合には 1 万円（
特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者
等を有する場合には、 1 万円に当該控除対象配
偶者等 1 人につき 1 万円を加算した金額）に第
1 号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で
除して得た数値を乗じて得た金額（当該金額に
1 円未満の端数があるとき、又は当該金額の全
額が 1 円未満であるときは、その端数金額又は
その全額を切り上げた金額）とし、個人の住民
税の所得割の額が 1 万円（特別税額控除対象納
税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には
、 1 万円に当該控除対象配偶者等 1 人につき 1
万円を加算した金額）を超えない場合には同号
に掲げる額に相当する金額とする。

特別税額控除対象納税義務者の第23条から(１)
第24条の 4 まで、附則第 6 項の 2 、附則第 6
項の 6 、附則第 6 項の10、附則第 6 項の12及
び法附則第 5 条第 1 項の規定を適用して計算
した場合の所得割の額

特別税額控除対象納税義務者の法第3 1 4条(２)
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の 3 、法第3 1 4条の 6 から法第3 1 4条の 9 ま
で、法附則第 3 条の 3 第 5 項、法附則第 5 条
第 3 項、法附則第 5 条の 4 の 2 第 5 項、法附
則第 5 条の 5 第 2 項及び法附則第 7 条の 2 第
4 項の規定を適用して計算した場合の所得割
の額

6 の17 前 2 項の規定の適用がある場合における
第24条の 2 第 2 項及び附則第 6 項の10の規定の
適用については、これらの規定中「所得割の額
」とあるのは、「所得割の額（附則第 6 項の15
及び附則第 6 項の16の規定の適用を受ける前の
ものをいう。）」とする。

（令和 7 年度分の個人の県民税の特別税額控除
）

6 の18 令和 7 年度分の個人の県民税に限り、県
民税に係る令和 7 年度分特別税額控除額を、特
別税額控除対象納税義務者（同一生計配偶者（
控除対象配偶者及び法第34条第 8 項の規定によ
る判定をするときの現況において法の施行地に
住所を有しない者を除く。）を有するものに限
る。）の第23条から第24条の 4 まで、附則第 6
項の 2 、附則第 6 項の 6 、附則第 6 項の10、附
則第 6 項の12及び法附則第 5 条第 1 項の規定を
適用した場合の所得割の額から控除する。

6 の19 前項の県民税に係る令和 7 年度分特別税
額控除額は、第 1 号に掲げる額と第 2 号に掲げ
る額との合計額（以下この項において「個人の
住民税の所得割の額」という。）が 1 万円を超
える場合には 1 万円に第 1 号に掲げる額を個人
の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じ
て得た金額（当該金額に 1 円未満の端数がある
とき、又は当該金額の全額が 1 円未満であると
きは、その端数金額又はその全額を切り上げた
金額）とし、個人の住民税の所得割の額が 1 万
円を超えない場合には同号に掲げる額に相当す
る金額とする。

特別税額控除対象納税義務者の第23条から(１)
第24条の 4 まで、附則第 6 項の 2 、附則第 6
項の 6 、附則第 6 項の10、附則第 6 項の12及
び法附則第 5 条第 1 項の規定を適用して計算
した場合の所得割の額
特別税額控除対象納税義務者の法第3 1 4条(２)

の 3 、法第3 1 4条の 6 から法第3 1 4条の 9 ま
で、法附則第 3 条の 3 第 5 項、法附則第 5 条
第 3 項、法附則第 5 条の 4 の 2 第 5 項、法附
則第 5 条の 5 第 2 項及び法附則第 7 条の 2 第
4 項の規定を適用して計算した場合の所得割
の額

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る （不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る
特例） 特例）

10の 2 の 2 独立行政法人都市再生機構、地方住 10の 2 の 2 独立行政法人都市再生機構、地方住
宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを 宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを
業とする者で施行令で定めるものが売り渡す新 業とする者で施行令で定めるものが売り渡す新
築の住宅に係る第42条の14第 2 項ただし書の規 築の住宅に係る第42条の14第 2 項ただし書の規
定の適用については、当該住宅の新築が平成10 定の適用については、当該住宅の新築が平成10
年10月 1 日から令和 8 年 3 月31日までの間に行 年10月 1 日から令和 6 年 3 月31日までの間に行
われたときに限り、同項ただし書中「 6 月」と われたときに限り、同項ただし書中「 6 月」と
あるのは、「 1 年」とする。 あるのは、「 1 年」とする。

10の 2 の 3 土地が取得され、かつ、当該土地の 10の 2 の 3 土地が取得され、かつ、当該土地の
上に第42条の24第 1 項に規定する特例適用住宅 上に第42条の24第 1 項に規定する特例適用住宅
が新築された場合における同項並びに第42条の が新築された場合における同項並びに第42条の
25第 1 項及び第 3 項の規定の適用については、 25第 1 項及び第 3 項の規定の適用については、
当該土地の取得が平成16年 4 月 1 日から令和 8 当該土地の取得が平成16年 4 月 1 日から令和 6
年 3 月31日までの間に行われたときに限り、第 年 3 月31日までの間に行われたときに限り、第
42条の24第 1 項第 1 号中「 2 年」とあるのは「 42条の24第 1 項第 1 号中「 2 年」とあるのは「
3 年（同日から 3 年以内に特例適用住宅が新築 3 年（同日から 3 年以内に特例適用住宅が新築
されることが困難である場合として施行令で定 されることが困難である場合として施行令で定
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める場合には、 4 年）」と、第42条の25第 1 項 める場合には、 4 年）」と、第42条の25第 1 項
及び第 3 項第 1 号中「 2 年」とあるのは「 3 年 及び第 3 項第 1 号中「 2 年」とあるのは「 3 年
（同号に規定する施行令で定める場合には、 4 （同号に規定する施行令で定める場合には、 4
年）」とする。 年）」とする。

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取 （住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取
得税の税率の特例） 得税の税率の特例）

10の 3 平成18年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月31日 10の 3 平成18年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月31日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合 までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合
における不動産取得税の税率は、第42条の16の における不動産取得税の税率は、第42条の16の
規定にかかわらず、1 0 0分の 3 とする。 規定にかかわらず、1 0 0分の 3 とする。

（宅地評価土地の取得に対して課する不動産取 （宅地評価土地の取得に対して課する不動産取
得税の課税標準の特例） 得税の課税標準の特例）

10の 8 宅地評価土地（宅地及び宅地比準土地（ 10の 8 宅地評価土地（宅地及び宅地比準土地（
宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課す 宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課す
る不動産取得税の課税標準となるべき価格が、 る不動産取得税の課税標準となるべき価格が、
当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取 当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取
得税の課税標準とされる価格に比準する価格に 得税の課税標準とされる価格に比準する価格に
より決定されるものをいう。）をいう。）を取 より決定されるものをいう。）をいう。）を取
得した場合における当該土地の取得に対して課 得した場合における当該土地の取得に対して課
する不動産取得税の課税標準は、第42条の14の する不動産取得税の課税標準は、第42条の14の
規定にかかわらず、当該取得が平成18年 1 月 1 規定にかかわらず、当該取得が平成18年 1 月 1
日から令和 9 年 3 月31日までの間に行われた場 日から令和 6 年 3 月31日までの間に行われた場
合に限り、当該土地の価格の 2 分の 1 の額とす 合に限り、当該土地の価格の 2 分の 1 の額とす
る。 る。

10の 8 の 2 略 10の 8 の 2 略

（肉用牛の売却による事業所得に係る個人の県 （肉用牛の売却による事業所得に係る個人の県
民税の課税の特例） 民税の課税の特例）

11・11の 2 略 11・11の 2 略

11の 3 前項の規定の適用がある場合における第 11の 3 前項の規定の適用がある場合における第
24条の 4 、附則第 6 項の 2 、附則第 6 項の16及 24条の 4 及び附則第 6 項の 2 の規定の適用につ
び附則第 6 項の19の規定の適用については、第 いては、第24条の 4 中「及び前 3 条」とあるの
24条の 4 中「及び前 3 条」とあるのは「、前 3 は「、前 3 条及び附則第11項の 2 」と、附則第
条及び附則第11項の 2 」と、附則第 6 項の 2 第 6 項の 2 第 2 号中「次項」とあるのは「次項、
2 号中「次項」とあるのは「次項、附則第11項 附則第11項の 2 」とする。
の 2 」と、附則第 6 項の16第 1 号及び附則第 6
項の19第 1 号中「及び」とあるのは「、附則第
11項の 2 及び」とする。

（軽油引取税の課税免除の特例） （軽油引取税の課税免除の特例）
19 第58条の12から第58条の15まで、第58条の19 19 第58条の12から第58条の15まで、第58条の19

及び第58条の20の規定は、法附則第12条の 2 の 及び第58条の20の規定は、法附則第12条の 2 の
7 の規定によって軽油引取税を課さないことと 7 の規定によって軽油引取税を課さないことと
される軽油の引取りについて準用する。この場 される軽油の引取りについて準用する。この場
合において、第58条の12第 1 項中「法第1 4 4条 合において、第58条の12第 1 項中「法第1 4 4条
の 6 に規定する」とあるのは「法附則第12条の の 6 に規定する」とあるのは「法附則第12条の
2 の 7 第 1 項各号に掲げる」と、「同条の」と 2 の 7 第 1 項各号に掲げる」と、「同条の」と
あるのは「同項の」と、「同条に規定する」と あるのは「同項の」と、「同条に規定する」と
あるのは「同項各号に掲げる」と、同条第 2 項 あるのは「同項各号に掲げる」と、同条第 2 項
中「法第1 4 4条の 6 に規定する」とあるのは「 中「法第1 4 4条の 6 に規定する」とあるのは「
法附則第12条の 2 の 7 第 1 項各号に掲げる」と 法附則第12条の 2 の 7 第 1 項各号に掲げる」と
、同条第 3 項中「 3 年」とあるのは「 3 年を経 、同条第 3 項中「 3 年」とあるのは「 3 年を経
過する日（当該経過する日が令和 9 年 3 月31日 過する日（当該経過する日が令和 6 年 3 月31日
以後に到来する場合には、同日）まで」と読み 以後に到来する場合には、同日）まで」と読み
替えるものとする。 替えるものとする。

（狩猟税の課税免除） （狩猟税の課税免除）
22 知事は、県内の市町村に所属する対象鳥獣捕 22 知事は、県内の市町村に所属する対象鳥獣捕

獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防 獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防
止のための特別措置に関する法律（平成19年法 止のための特別措置に関する法律（平成19年法
律第1 3 4号。次項において「鳥獣被害防止特措 律第1 3 4号。次項において「鳥獣被害防止特措
法」という。）第 9 条第 7 項の規定により読み 法」という。）第 9 条第 7 項の規定により読み
替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適 替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適
正化に関する法律（次項から附則第22項の 4 ま 正化に関する法律（次項から附則第22項の 4 ま
でにおいて「鳥獣保護管理法」という。）第56 でにおいて「鳥獣保護管理法」という。）第56
条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。）に係る 条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。）に係る
狩猟者の登録が、令和11年 3 月31日までに行わ 狩猟者の登録が、令和 6 年 3 月31日までに行わ
れた場合には、第1 3 3条第 1 項の規定にかかわ れた場合には、第1 3 3条第 1 項の規定にかかわ
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らず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税 らず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税
を課さない。 を課さない。

22の 2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣保 22の 2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者（鳥獣保
護管理法第18条の 5 第 2 項第 1 号に規定する認 護管理法第18条の 5 第 2 項第 1 号に規定する認
定鳥獣捕獲等事業者をいう。附則第22項の 4 に 定鳥獣捕獲等事業者をいう。附則第22項の 4 に
おいて同じ。）が、県内の区域を対象として鳥 おいて同じ。）が、県内の区域を対象として鳥
獣保護管理法第 9 条第 1 項（鳥獣被害防止特措 獣保護管理法第 9 条第 1 項（鳥獣被害防止特措
法第 6 条第 1 項の規定により読み替えて適用さ 法第 6 条第 1 項の規定により読み替えて適用さ
れる場合を含む。次項において同じ。）の規定 れる場合を含む。次項において同じ。）の規定
による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条 による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条
の 2 第 9 項の規定により鳥獣保護管理法第 9 条 の 2 第 9 項の規定により鳥獣保護管理法第 9 条
第 1 項の規定による許可を受けた者とみなされ 第 1 項の規定による許可を受けた者とみなされ
た場合において、同条第 8 項（鳥獣保護管理法 た場合において、同条第 8 項（鳥獣保護管理法
第14条の 2 第 9 項又は鳥獣被害防止特措法第 6 第14条の 2 第 9 項又は鳥獣被害防止特措法第 6
条第 1 項の規定により読み替えて適用される場 条第 1 項の規定により読み替えて適用される場
合を含む。附則第22項の 4 において同じ。）に 合を含む。附則第22項の 4 において同じ。）に
規定する従事者証（附則第22項の 4 において「 規定する従事者証（附則第22項の 4 において「
従事者証」という。）の交付を受けた当該認定 従事者証」という。）の交付を受けた当該認定
鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録 鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録
が、令和11年 3 月31日までに行われたときは、 が、令和 6 年 3 月31日までに行われたときは、
第1 3 3条第 1 項の規定にかかわらず、当該従事 第1 3 3条第 1 項の規定にかかわらず、当該従事
者に対しては、狩猟税を課さない。 者に対しては、狩猟税を課さない。

（狩猟税の税率の特例） （狩猟税の税率の特例）
22の 3 令和11年 3 月31日までに受ける狩猟者の 22の 3 令和 6 年 3 月31日までに受ける狩猟者の

登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が 登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が
鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書（以下 鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書（以下
この項において「狩猟者登録の申請書」という この項において「狩猟者登録の申請書」という
。）を提出する日前 1 年以内の期間（以下この 。）を提出する日前 1 年以内の期間（以下この
項及び次項において「特定捕獲等期間」という 項及び次項において「特定捕獲等期間」という
。）に県内の区域を対象とする鳥獣保護管理法 。）に県内の区域を対象とする鳥獣保護管理法
第 9 条第 1 項の規定による許可を受け、当該許 第 9 条第 1 項の規定による許可を受け、当該許
可に係る鳥獣の捕獲等（以下この項及び次項に 可に係る鳥獣の捕獲等（以下この項及び次項に
おいて「許可捕獲等」という。）を行った場合 おいて「許可捕獲等」という。）を行った場合
における狩猟税の税率は、第1 3 3条第 1 項の規 における狩猟税の税率は、第1 3 3条第 1 項の規
定にかかわらず、同項に規定する税率に 2 分の 定にかかわらず、同項に規定する税率に 2 分の
1 を乗じた税率（以下この項において「軽減税 1 を乗じた税率（以下この項において「軽減税
率」という。）とする。ただし、軽減税率が適 率」という。）とする。ただし、軽減税率が適
用される狩猟者の登録（以下この項において「 用される狩猟者の登録（以下この項において「
軽減税率適用登録」という。）の要件を満たす 軽減税率適用登録」という。）の要件を満たす
者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後 者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後
、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥 、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥
獣保護管理法第 2 条第 9 項に規定する狩猟期間 獣保護管理法第 2 条第 9 項に規定する狩猟期間
をいう。以下この項において同じ。）の直近の をいう。以下この項において同じ。）の直近の
狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し 狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し
、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、こ 、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、こ
の限りでない。 の限りでない。

22の 4 略 22の 4 略

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。

（地方消費税に関する経過措置）

2 この条例による改正後の和歌山県税条例（以下この項において「新条例」という。）第42条の13の11

の規定は、令和 7 年 4 月 1 日以後に国内（地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）の施行地をいう。以下こ

の項において同じ。）において行われる電気通信利用役務の提供（新条例第42条の13の11に規定する電

気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。）について適用し、同日前に国内において行

われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
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和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。

令 和 6 年 3 月 3 1 日

和歌山県知事 岸 本 周 平

和歌山県条例第49号

和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例

（和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第 1 条 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（昭和62年和歌山県条例第

5 号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則
2 平成20年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月31日まで 2 平成20年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月31日まで
の間における第 3 条の規定の適用については、 の間における第 3 条の規定の適用については、
同条中「県税条例第42条の16」とあるのは「県 同条中「県税条例第42条の16」とあるのは「県
税条例第42条の16及び同条例附則第10項の 3 」 税条例第42条の16及び同条例附則第10項の 3 」
と、「1 0 0分の0 . 4」とあるのは「この条の規 と、「1 0 0分の0 . 4」とあるのは「この条の規
定の適用がないものとした場合に適用されるべ 定の適用がないものとした場合に適用されるべ
き税率に10分の 1 を乗じて得た率」とする。 き税率に10分の 1 を乗じて得た率」とする。

（和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第 2 条 和歌山県促進区域における県税の特別措置に関する条例（平成20年和歌山県条例第41号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（不動産取得税の特別措置） （不動産取得税の特別措置）
第 2 条 促進区域内において、当該促進区域に係 第 2 条 促進区域内において、当該促進区域に係

る法第 4 条第 6 項の規定による同意基本計画の る法第 4 条第 6 項の規定による同意基本計画の
同意の日（以下「同意日」という。）から令和 同意の日（以下「同意日」という。）から令和
6 年 6 月30日までに地域経済牽引事業の促進に 6 年 3 月31日までに地域経済牽引事業の促進に
よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第 よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第
26条の地方公共団体等を定める省令（平成19年 26条の地方公共団体等を定める省令（平成19年
総務省令第94号）第 2 条に規定する対象施設（ 総務省令第94号）第 2 条に規定する対象施設（
以下「対象施設」という。）を設置した者（以 以下「対象施設」という。）を設置した者（以
下「施設設置者」という。）について、当該対 下「施設設置者」という。）について、当該対
象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供す 象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供す
る部分に限るものとし、事務所等に係るものを る部分に限るものとし、事務所等に係るものを
除く。）又はその敷地である土地の取得（同意 除く。）又はその敷地である土地の取得（同意
日以後の取得に限り、かつ、土地の取得につい 日以後の取得に限り、かつ、土地の取得につい
ては、その取得の日の翌日から起算して 1 年以 ては、その取得の日の翌日から起算して 1 年以
内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着 内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着
手があった場合における当該土地の取得に限る 手があった場合における当該土地の取得に限る
。）に対しては、不動産取得税を課さない。 。）に対しては、不動産取得税を課さない。

（和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第 3 条 和歌山県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例（平成27年和歌山県条例第68号）

の一部を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



    和歌山県報  号外 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 8 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（事業税の課税免除） （事業税の課税免除）
第 2 条 平成27年10月 8 日から令和 8 年 3 月31日 第 2 条 平成27年10月 8 日から令和 6 年 3 月31日

までの間に、法第17条の 2 第 3 項の規定に基づ までの間に、法第17条の 2 第 3 項の規定に基づ
き、同条第 1 項に規定する地方活力向上地域等 き、同条第 1 項に規定する地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整 特定業務施設整備計画（以下「特定業務施設整
備計画」という。）の認定を受けた事業者（同 備計画」という。）の認定を受けた事業者（同
項第 1 号に掲げる事業を実施する者に限る。） 項第 1 号に掲げる事業を実施する者に限る。）
であって、当該認定を受けた日から同日の翌日 であって、当該認定を受けた日から同日の翌日
以後 3 年を経過する日まで（同日までに同条第 以後 3 年を経過する日まで（同日までに同条第
6 項の規定により当該認定を取り消されたとき 6 項の規定により当該認定を取り消されたとき
は、その取り消された日の前日まで）の間に、 は、その取り消された日の前日まで）の間に、
特定業務施設の用に供する減価償却資産（所得 特定業務施設の用に供する減価償却資産（所得
税法施行令（昭和40年政令第96号）第 6 条第 1 税法施行令（昭和40年政令第96号）第 6 条第 1
号から第 7 号まで又は法人税法施行令（昭和40 号から第 7 号まで又は法人税法施行令（昭和40
年政令第97号）第13条第 1 号から第 7 号までに 年政令第97号）第13条第 1 号から第 7 号までに
掲げるものに限る。）で取得価額の合計額が3, 掲げるものに限る。）で取得価額の合計額が3,
8 0 0万円（租税特別措置法（昭和32年法律第26 8 0 0万円（租税特別措置法（昭和32年法律第26
号）第10条第 8 項第 6 号に規定する中小事業者 号）第10条第 8 項第 6 号に規定する中小事業者
、同法第42条の 4 第19項第 7 号に規定する中小 、同法第42条の 4 第19項第 7 号に規定する中小
企業者及び法人税法（昭和40年法律第34号）第 企業者及び法人税法（昭和40年法律第34号）第
66条第 6 項に規定する中小通算法人にあっては 66条第 6 項に規定する中小通算法人にあっては
1,900万円）以上のもの（以下「特別償却設備 1,900万円）以上のもの（以下「特別償却設備
」という。）を新設し、又は増設した者に対し 」という。）を新設し、又は増設した者に対し
て課する事業税の課税標準の算定については、 て課する事業税の課税標準の算定については、
所得又は収入金額（和歌山県税条例（昭和25年 所得又は収入金額（和歌山県税条例（昭和25年
和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という 和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という
。）第37条の 2 又は第42条の 2 の 5 に規定する 。）第37条の 2 又は第42条の 2 の 5 に規定する
事業税の課税標準となるものをいう。）から次 事業税の課税標準となるものをいう。）から次
の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に
定める算式によって計算した額の合算額を控除 定める算式によって計算した額の合算額を控除
する。 する。

～ 略 ～ 略(１) (３) (１) (３)
2 ・ 3 略 2 ・ 3 略

（不動産取得税の課税免除又は不均一課税） （不動産取得税の課税免除又は不均一課税）
第 3 条 平成27年10月 8 日から令和 8 年 3 月31日 第 3 条 平成27年10月 8 日から令和 6 年 3 月31日

までの間に、法第17条の 2 第 3 項の規定に基づ までの間に、法第17条の 2 第 3 項の規定に基づ
き、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業 き、特定業務施設整備計画の認定を受けた事業
者であって、当該認定を受けた日から同日の翌 者であって、当該認定を受けた日から同日の翌
日以後 3 年を経過する日まで（同日までに同条 日以後 3 年を経過する日まで（同日までに同条
第 6 項の規定により当該認定を取り消されたと 第 6 項の規定により当該認定を取り消されたと
きは、その取り消された日の前日まで）の間に きは、その取り消された日の前日まで）の間に
、特別償却設備を新設し、又は増設した者（以 、特別償却設備を新設し、又は増設した者（以
下「特別償却設備設置者」という。）（同条第 下「特別償却設備設置者」という。）（同条第
1 項第 1 号に掲げる事業を実施する者に限る。 1 項第 1 号に掲げる事業を実施する者に限る。
）について、当該特別償却設備である家屋及び ）について、当該特別償却設備である家屋及び
その敷地である土地の取得（平成27年10月 8 日 その敷地である土地の取得（平成27年10月 8 日
以後の取得に限り、かつ、土地の取得について 以後の取得に限り、かつ、土地の取得について
は、その取得の日の翌日から起算して 1 年以内 は、その取得の日の翌日から起算して 1 年以内
に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手 に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手
があった場合における当該土地の取得に限る。 があった場合における当該土地の取得に限る。
次項において同じ。）に対しては、不動産取得 次項において同じ。）に対しては、不動産取得
税を課さない。 税を課さない。

2 略 2 略

附 則 附 則
（読替規定） （読替規定）

2 略 2 略

3 平成27年10月 8 日から令和 8 年 3 月31日まで 3 平成27年10月 8 日から令和 6 年 3 月31日まで
の間における第 3 条第 2 項の規定の適用につい の間における第 3 条第 2 項の規定の適用につい
ては、同項中「県税条例第42条の16」とあるの ては、同項中「県税条例第42条の16」とあるの
は「県税条例第42条の16及び同条例附則第10項 は「県税条例第42条の16及び同条例附則第10項
の 3 」と、「1 0 0分の0 . 4」とあるのは「この の 3 」と、「1 0 0分の0 . 4」とあるのは「この
項の規定の適用がないものとした場合に適用さ 項の規定の適用がないものとした場合に適用さ
れるべき税率に10分の 1 を乗じて得た率」とす れるべき税率に10分の 1 を乗じて得た率」とす
る。 る。



    和歌山県報  号外 令和 6年 3月 31 日（日曜日） 

－ 9 － 

 

 

 

 

（和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第 4 条 和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例（令和 3 年和歌山県条例第35号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業税の特別措置） （事業税の特別措置）
第 2 条 法第 2 条第 2 項の規定による公示の日（ 第 2 条 法第 2 条第 2 項の規定による公示の日（

以下「公示日」という。）から令和 9 年 3 月31 以下「公示日」という。）から令和 6 年 3 月31
日までの間に、過疎地域の区域又は特定市町村 日までの間に、過疎地域の区域又は特定市町村
の区域のうち市町村計画に記載された産業振興 の区域のうち市町村計画に記載された産業振興
促進区域内において、当該市町村計画において 促進区域内において、当該市町村計画において
振興すべき業種として定められた租税特別措置 振興すべき業種として定められた租税特別措置
法（昭和32年法律第26号）第12条第 4 項の表の 法（昭和32年法律第26号）第12条第 4 項の表の
第 1 号の中欄又は第45条第 3 項の表の第 1 号の 第 1 号の中欄又は第45条第 3 項の表の第 1 号の
中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12 中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12
条第 4 項の表の第 1 号の下欄又は第45条第 3 項 条第 4 項の表の第 1 号の下欄又は第45条第 3 項
の表の第 1 号の下欄の規定の適用を受けるもの の表の第 1 号の下欄の規定の適用を受けるもの
であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業 であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業
の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの
（以下「特別償却設備」という。）の取得等を （以下「特別償却設備」という。）の取得等を
した者（以下「特別償却設備設置者」という。 した者（以下「特別償却設備設置者」という。
）について、当該設備を事業の用に供した日の ）について、当該設備を事業の用に供した日の
属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年 属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年
度の所得金額又は収入金額（和歌山県税条例（ 度の所得金額又は収入金額（和歌山県税条例（
昭和25年和歌山県条例第37号）第37条の 2 又は 昭和25年和歌山県条例第37号）第37条の 2 又は
第42条の 2 の 5 に規定する事業税の課税標準と 第42条の 2 の 5 に規定する事業税の課税標準と
なるものをいう。）のうち当該設備に係るもの なるものをいう。）のうち当該設備に係るもの
として計算した額に対しては、事業税を課さな として計算した額に対しては、事業税を課さな
い。 い。

・ 略 ・ 略(１) (２) (１) (２)
2 ・ 3 略 2 ・ 3 略

第 3 条 略 第 3 条 略

附 則

この条例は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。
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